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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第141期

第３四半期連結
累計期間

第142期
第３四半期連結
累計期間

第141期
第３四半期連結
会計期間

第142期
第３四半期連結
会計期間

第141期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（注）３． （百万円） 1,003,9271,301,973357,964 442,2101,431,564

税引前四半期（当期）純利益

（注）４．
（百万円） 34,688 158,903 16,236 58,792 64,979

当社株主に帰属する四半期（当期）

純利益
（百万円） 18,355 100,622 10,157 36,858 33,559

株主資本 （百万円） －　 － 810,871 853,526 833,975

純資産額 （百万円） －　 －　 851,203 899,012 876,799

総資産額 （百万円） －　 －　 1,947,0201,999,9461,959,055

１株当たり株主資本（注）５． （円） －　 －　 837.64 881.94 861.51

１株当たり当社株主に帰属する四半期

（当期）純利益金額（注）６．
（円） 18.96 103.97 10.49 38.09 34.67

潜在株式調整後１株当たり当社株主に

帰属する四半期（当期）純利益金額
（円） 18.95 103.91 10.49 38.06 34.65

株主資本比率 （％） －　 －　 41.6 42.7 42.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 115,319　  132,929 －　 －　 182,161

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △   50,597　△   64,913　 －　 －　 △   72,967　　　　

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △   60,575　△   59,630　 －　 －　 △　116,363

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） －　 －　 93,491 84,353 82,429

従業員数 （人） －　 －　 38,517 40,909 38,518　

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．当社の連結財務諸表及び四半期連結財務諸表の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して表示して

いる。

３．売上高には、消費税等は含まれていない。

４．当社の連結財務諸表及び四半期連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

（米国会計基準）に準拠して作成しているため、本表では「経常利益」に替え、連結損益計算書上の「税引

前四半期（当期）純利益」を記載している。

５．期末発行済普通株式数により計算している。

６．平均発行済普通株式数により計算している。
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２【事業の内容】

　当社の四半期連結財務諸表は、平成21年内閣府令第73号附則第６条に基づき、改正前の「四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第93条の規定により、米国会計基準に準拠して作

成しており、当該四半期連結財務諸表をもとに、関係会社については米国会計基準の定義に基づいて開示している。

「第２　事業の状況」及び「第３　設備の状況」においても同様である。

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、「建設機械・車両」、「産業機械他」の２事業セグメントにわたっ

て、製品の研究開発、生産、販売、サービスに至る幅広い事業活動を国内並びに海外で展開している。

  当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）における、各事業セグメントに係る主な

事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりである。

　　

（建設機械・車両事業セグメント）

　事業内容については、特に変更はない。

 ［主要な会社の異動]

　特に異動はない。

　

（産業機械他事業セグメント）

  事業内容については、特に変更はない。

 ［主要な会社の異動］

　特に異動はない。 

　　

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）において、関係会社の状況に重要な変更は

ない。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 40,909(6,240)

　（注）　従業員数は就業人員である。また、臨時従業員数は、当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22

年12月31日）の平均人員を（　）外数で記載している。

(2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 8,269(1,721)

　（注）　従業員数は就業人員である。また、臨時従業員数は、当第３四半期会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12

月31日）の平均人員を（　）外数で記載している。

　

EDINET提出書類

株式会社小松製作所(E01532)

四半期報告書

 3/61



第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループの生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ず

しも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模

を金額あるいは数量で示すことはしていない。

　このため生産、受注及び販売の状況については、「４．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」

における各事業の種類別セグメントの業績に関連付けて示している。

 　

２【事業等のリスク】

  当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）において、新たに発生した事業等のリス

クはない。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

　

３【経営上の重要な契約等】

  (1) 当社の完全子会社であるコマツＮＴＣ㈱とコマツ工機㈱は、両社の主たる事業である自動車業界向けの工作機械

や半導体製造装置に係る技術とノウハウを結集するとともに、「戦略市場」での販売・サービス体制の強化を進

めるため、平成22年11月15日開催の取締役会において合併することを決議し、同年11月16日付で合併契約を締結

した。合併の概要は次のとおりである。なお、両社における合併決議株主総会（会社法第319条第１項に基づく同

意取得を含む）は平成23年２月～３月中を予定している。

①　合併の方法：

　　コマツＮＴＣ㈱を存続会社とし、コマツ工機㈱を消滅会社とする吸収合併。

②　合併効力発生日：平成23年４月１日

③　合併に際して発行する株式及び割当：

　　当社の完全子会社同士の合併であるため、新株式の発行及び合併交付金の支払いは行わない。

④　引継資産・負債の状況(平成22年12月31日現在)：

　　・資産合計　：9,449百万円

　　・負債合計　：3,035百万円

⑤　吸収合併存続会社の資本金・事業内容：

　　・資本金　　：6,014百万円

　　・事業内容　：板金機械・工作機械等の設計、製造、販売、サービス

　

  (2) 当社は、コマツエンジニアリング㈱が培ってきた溶接ロボット、試験・計測装置等に係る技術を取り込み、生産技

術部門及び開発設計部門を強化し、モノづくり技術の優位性をさらに高めるために、平成22年11月16日開催の取

締役会において、コマツエンジニアリング㈱と合併することを決議し、同日付で合併契約を締結した。合併の概要

は次のとおりである。

①　合併の方法：

　　当社を存続会社とし、コマツエンジニアリング㈱を消滅会社とする吸収合併。

②　合併効力発生日：平成23年４月１日

③　合併に際して発行する株式及び割当：

　　当社は、コマツエンジニアリング㈱の全株式を保有しており、本合併による新株式の発行及び資本金の増加

　　並びに合併交付金の支払いは行わない。

④　引継資産・負債の状況(平成22年12月31日現在)：

　　・資産合計　：7,123百万円

　　・負債合計　：4,247百万円

⑤　吸収合併存続会社の資本金・事業内容：

　　・資本金　　：70,120百万円

　　・事業内容　：建設・鉱山機械並びに産業機械等の研究開発、生産、販売、サービス等　

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当社グループは、平成22年４月より３ヵ年の中期経営計画「Global Teamwork for Tomorrow」をスタートし、

①製品・部品の ICT（情報通信技術）化の推進、②環境対応・安全性向上の商品開発、③中国、東南アジア、中

南米など「戦略市場」における販売・サービス体制の拡充、④現場力の強化による継続的な改善の推進を重点項

目として活動を開始した。

  本中期経営計画の初年度となる平成23年３月期の当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22
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年12月31日）においては、建設・鉱山機械の需要は、中国、東南アジア、中南米など「戦略市場」で高い水準で

推移し、「伝統市場」である日本、北米、欧州でも各地域で前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月1日　至

平成21年12月31日）を上回った。また産業機械の需要も、「戦略市場」における自動車生産台数の増加と、中国

を中心としたアジア地域での太陽電池産業の成長に伴い、回復に向かった。この市場の伸びをとらえ、連結売上

高は 4,422億円（前第３四半期比23.5％増）となった。利益については、為替が米ドル、ユーロ、人民元に対し

前第３四半期に比べ大幅に円高となったものの、売上げ数量が増加したことに加え、販売価格や製造原価の改善

などに引き続き注力した結果、営業利益は588億円（前第３四半期比260.7％増）、売上高営業利益率は前第３四

半期に比べ8.7ポイント上回る13.3％、税引前四半期純利益は587億円（前第３四半期比262.1％増）、当社株主

に帰属する四半期純利益は368億円（前第３四半期比262.9％増）と、それぞれ前第３四半期を大幅に上回った。

　　

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。

①  建設機械・車両事業セグメント

    建設機械・車両事業セグメントでは、「戦略市場」の中長期的成長を見込み、生産能力の増強、販売・プロ

　ダクトサポート体制の強化などに引き続き注力するなか、需要は、中国、東南アジア、中南米などで高い水準

　で推移するとともに、「伝統市場」である日本、北米、欧州においても前第３四半期を上回った。このグロー

　バルな需要の回復を着実にとらえ、売上高は 3,838億円（前第３四半期比20.9％増）、セグメント利益は540

　億円（前第３四半期比131.7％増）となった。なお、燃料消費量並びにCO2排出量の改善に効果のあるハイブリ

  ッド油圧ショベルの更なる拡販を目指すため、全世界の市場への導入を決定し、生産体制を整えた。モデルチ

  ェンジを実施した新型ハイブリッド油圧ショベル「HB205」/「HB215LC」を平成22年12月に導入した日本国内

  市場に続き、今後は中国、東南アジア、中南米、北米、欧州などの海外市場への導入を図っていく。

　　（以下、地域別売上高は対外部顧客向け売上高を表示している。）

  日本では、平成22年９月頃から政府による経済対策の効果が薄れ、公共投資は減少したものの、民間設備投

資は堅調に推移したため、レンタル向けを中心に需要は回復に向かい、売上高は696億円（前第３四半期比14.8％

増）となった。なお、新型ハイブリッド油圧ショベル「HB205」/「HB215LC」に関しては、市場導入に

合わせ国内一斉の拡販活動を進めており、好調な滑り出しとなっている。

  北米では、住宅着工件数は引き続き低調だったものの、レンタル及び鉱山向けの需要が堅調であり、全体の

需要は回復に向かった。このような状況のもと、「代理店在庫ゼロ活動」に引き続き取り組み、代理店の体質

強化を図った。中南米では、チリの鉱山向け需要が大きく伸長し、また最大市場であるブラジルでも鉱山・土

木建設・農業・林業など各分野で需要が引き続き好調に推移した。この市場回復に加え、中南米の鉱山向けに

販売・プロダクトサポート活動を強化した結果、米州の売上高は914億円（前第３四半期比19.9％増）となっ

た。

　欧州・CISでは、平成22年４月頃から需要の下げ止まりを見せ始め、ドイツ、イギリスを中心に西欧で需要

が回復した。この市場回復に加え、販売代理店との連携により、プロダクトサポートの強化や部品の販売拡大

などに努めた。CISにおいては、石炭や金などの天然資源開発向けの鉱山機械を中心に需要が伸長した。この

結果、欧州・CISの売上高は411億円（前第３四半期比36.3％増）となった。このような状況のもと、鉱山機械

の中長期的需要を取り込むため、昨年のコマツロシア製造㈲での生産開始に続き、シベリアにおけるクズバス

サポートセンターの開設に向けた準備を進め、生産及びプロダクトサポート体制の強化を行った。

　中国では、政府主導による都市化の推進やインフラ整備及び鉱山向けを中心に、需要は引き続き増加し、売

上高は672億円（前第３四半期比21.1％増）となった。今後の鉱山向け需要の拡大を見込み、建設機械用のバ

ケット、アタッチメントの開発・生産を行う小松アタッチメント常州公司の稼働を開始した。また、小松（常

州）建機公司の工場移転、KCテクノセンターの稼働に向けた準備、平成16年から継続的に取り組んでいる山東

交通学院・サービス専科での代理店サービスエンジニアの育成など、生産、販売・プロダクトサポート両面で

の体制の拡充に注力した。

  アジア・オセアニアでは、東南アジアの最大市場であるインドネシアで鉱山向けの需要が引き続き伸長する

とともに、土木建設・農業・林業分野も堅調に推移し、インド、タイ、マレーシアでも需要が好調に推移し

た 。また、オーストラリアでは鉱山向けの需要が引き続き堅調に推移した。これらの市場環境を背景として、特に

アジアでの売上げが大きく伸長した結果、アジア・オセアニアの売上高は892億円（前第３四半期比21.4

％増）となった。東南アジアにおいては、KOMTRAXを標準装備した建設機械の導入地域の拡大に引き続き注力

した。

  中近東・アフリカでは、景気が回復に向かいつつあることに加え、資源価格が緩やかながらも上昇し、鉱山

分野を中心に需要が堅調に推移した結果、売上高は245億円（前第３四半期比18.3％増）となった。これら鉱

山開発やインフラ整備の回復に伴い今後市場は拡大する見通しであり、セネガルとケニアのトレーニングセン

ターにおいて、代理店サービスエンジニアの育成に引き続き注力し、プロダクトサポート体制の強化に取り組

んだ。

  なお、建設機械・車両事業全体の生産規模は、約4,285億円（販売価格ベース、連結ベース）であった。　

　

②　産業機械他事業セグメント
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　産業機械他事業セグメントでは、太陽電池市場向けに中国を中心としたアジア地域での設備投資が好調に推

移し、シリコンインゴットの切断に使用されるワイヤーソーの販売が大きく伸長したことなどにより、売上高

は612億円（前第３四半期比39.1％増）、セグメント利益は72億円の利益（前第３四半期は13億円の損失）と

なった。また、中国、インド、ブラジルなどの「戦略市場」において、自動車業界の設備投資が回復に向かった

ことから、大型プレス等の受注が増加に転じた。

　このような市場環境のもと、当事業部門においては更に競争力を高めるため、自動車業界向けの工作機械や

半導体製造装置を主たる事業とし、共通性が高いコマツＮＴＣ㈱とコマツ工機㈱の合併、並びに高いモノづく

り技術・ノウハウを持つコマツエンジニアリング㈱の当社との合併からなる新たな組織再編を決定するととも

に、ワイヤーソーなどの生産能力増強のためのコマツＮＴＣ㈱新工場設立に向けた準備を行った。

　なお、産業機械他事業全体の生産規模は、約727億円（販売価格ベース、連結ベース）であった。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益の増加等により、前第３四半期に比べ22億円増加し、301億円

の収入となった。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外で生産能力増強のための投資を行ったこと等により、前第３四半期

に比べ238億円支出増の293億円の支出となった。　

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期債務の増加等により、前第３四半期に比べ169億円支出減の53億円の

支出となった。

　これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）の残高は、第２四半期連

結会計期間末（平成22年９月30日）に比べて62億円減少して、843億円となった。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更はない。

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間の当社グループの研究開発費は12,344百万円である。なお、当第３四半期連結会計期間

において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）において、主要な設備に重要な異動は　な

い。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）に計画中であった重要な設

備の新設、除去等について重要な変更はない。

　

　なお、需要増が見込まれる中国、アジアなどの「戦略市場」向けの販売増に対応する生産設備増強等のため追加投資

を決定した。これにより、平成23年３月期（通期）の設備投資予定金額は97,700百万円となった。

　事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称
設備投資予定金額
（百万円）

設備の主な内容・目的　 資金調達方法

　建設機械・車両 　92,500 　増産対応、新機種対応用設備投資等
自己資金

借入金等

　産業機械他  　5,200 　増産対応、生産合理化等
自己資金

借入金等

　合計 　97,700 　 　

（注）１．金額には消費税を含まない。

　　　２．上記金額は平成22年４月１日から平成22年12月31日までの既投資額を含む。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,955,000,000

計 3,955,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在発行数（株）

（平成22年12月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成23年２月９日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

 普通株式 998,744,060 998,744,060
東京証券取引所（市場第一部）

大阪証券取引所（市場第一部）

権利内容に何ら

限定のない

当社における

標準となる株式

単元株式数100株

計 998,744,060 998,744,060 － －

　

(2)【新株予約権等の状況】

　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。

①　平成16年６月25日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 330　　　　　　　　　　 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 330,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　673 　　　　　  （注）２

新株予約権の行使期間 平成17年８月１日～平成24年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

                     発行価格　　　　673

                     資本組入額　　　337
（注）３

新株予約権の行使の条件

(1）「新株予約権者」は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当社の

取締役若しくは使用人又は当社の子会社の代表取締役）を失った

後も、当社とその者との間で締結する新株予約権の割当に関する契

約（以下、「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従い、

新株予約権を行使することができる。

(2）「新株予約権者」が死亡した場合は、相続人が「新株予約権割当契

約」に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後払込価額 ＝調整前払込価額 ×
1 　

分割（又は併合）の比率 　

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使による場合を除く。）するときは、次の算式により

払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切り上げる。

 

調整後払込価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前払込価額×
１株当たりの時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

３．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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②　平成17年６月24日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 635　　　　　　　　　　 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 635,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり  　1,126   　　　　  （注）２

新株予約権の行使期間 平成18年８月１日～平成25年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

                     発行価格　　　1,126

                     資本組入額　　　563
（注）３

新株予約権の行使の条件

(1）「新株予約権者」は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当社の

取締役若しくは使用人又は当社の関係会社の代表取締役）を失っ

た後も、当社とその者との間で締結する新株予約権の割当に関する

契約（以下、「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従

い、新株予約権を行使することができる。

(2）「新株予約権者」が死亡した場合は、相続人が「新株予約権割当契

約」に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後払込価額 ＝調整前払込価額 ×
1 　

分割（又は併合）の比率 　

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使による場合を除く。）するときは、次の算式により

払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は、切り上げる。

 

調整後払込価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前払込価額×
１株当たりの時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

３．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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　会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。

①　平成18年６月23日定時株主総会決議及び平成18年７月11日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 230　　　　　　　　　　 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 230,000　　　　　　　　　 （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　2,325　　　　　　 （注）３

新株予約権の行使期間 平成19年８月１日～平成26年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

　　　　　　　 　　　発行価格　　　2,325

　　　　　　 　　　　資本組入額　　1,163
（注）４

新株予約権の行使の条件

(1）「新株予約権者」は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当社の

取締役）を失った後も、当社と新株予約権者との間で締結する新株

予約権の割当に関する契約（以下、「新株予約権割当契約」とい

う。）に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

(2）「新株予約権者」が死亡した場合は、相続人が新株予約権割当契約

に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合には、

当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）の調整

(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社

普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

 

調整後行使価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前行使価額×
時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3) 新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を

行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額

は適切に調整されるものとする。

４．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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５．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転

計画において定めた場合に限るものとする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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②　平成19年６月22日定時株主総会決議及び平成19年７月10日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 239 　　　　　　　　　　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 239,000 　　　　　　　　　（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　3,661 　　　　　　（注）３

新株予約権の行使期間 平成20年９月３日～平成27年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

　 　　　　　　　　　発行価格　　　3,661

 　　　　　　　　　　資本組入額　　1,831
（注）４

新株予約権の行使の条件

「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の

関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場

合、その喪失日より３年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、そ

の他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。ま

た、上記のほか、平成19年６月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当

該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「権利行使価額」と

いう。）の調整

(1）新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後権利行使価額＝調整前権利行使価額×
1 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

(2）新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。ただし、

当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除

く。

 

調整後権利行使価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前権利行使価額×
時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3）新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配

当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、

権利行使価額は適切に調整されるものとする。

４．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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５．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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③　平成20年７月15日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 192 　　　　　　　　　　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 192,000 　　　　　　　　　（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　2,499 　　　　　　（注）３

新株予約権の行使期間 平成21年９月１日～平成28年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

　 　　　　　　　　　発行価格　　　2,499

 　　　　　　　　　　資本組入額　　1,250
（注）４

新株予約権の行使の条件

「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の

関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場

合、その喪失日より３年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、そ

の他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。ま

た、上記のほか、平成20年７月15日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当

該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「権利行使価額」と

いう。）の調整

(1）新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後権利行使価額＝調整前権利行使価額×
1 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

(2）新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。ただし、

当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除

く。

 

調整後権利行使価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前権利行使価額×
時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3）新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲

で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。

４．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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５．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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④　平成21年７月14日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 239 　　　　　　　　　　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 239,000 　　　　　　　　　（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　1,729 　　　　　　（注）３

新株予約権の行使期間 平成22年９月１日～平成29年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

　 　　　　　　　　　発行価格　　　1,729

 　　　　　　　　　　資本組入額　　　865
（注）４

新株予約権の行使の条件

「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の

関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場

合、その喪失日より３年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、そ

の他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。ま

た、上記のほか、平成21年７月14日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当

該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「権利行使価額」と

いう。）の調整

(1）新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後権利行使価額＝調整前権利行使価額×
1 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

(2）新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。ただし、

当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除

く。

 

調整後権利行使価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前権利行使価額×
時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3）新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲

で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。

４．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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５．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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⑤　平成22年６月23日定時株主総会決議及び平成22年７月13日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 210 　　　　　　　　　　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 21,000 　　　　　　　　　（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　1

新株予約権の行使期間 平成25年８月２日～平成30年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

　 　　　　　　　　　発行価格　　　　　1

 　　　　　　　　　　資本組入額　　　　1
（注）３

新株予約権の行使の条件

「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の

関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場

合、その喪失日より３年間（ただし、新株予約権を行使することができ

る期間を超えない。）に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他

の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で

締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。ま

た、上記のほか、平成22年７月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当

該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。

４．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たり１円とし、これに上記(3）

に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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　会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行した新株予約権は、次のとおりである。

①　平成18年６月23日定時株主総会決議及び平成18年７月11日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 426　　　　　　　　　　 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 426,000　　　　　　　　　 （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　2,325　　　　　　 （注）３

新株予約権の行使期間 平成19年８月１日～平成26年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

　　　　　　　　　　 発行価格　　　2,325

　　　　　　　　　 　資本組入額　　1,163
（注）４

新株予約権の行使の条件

(1）「新株予約権者」は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当社の

使用人又は当社の関係会社の代表取締役）を失った後も、当社と新

株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約（以

下、「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従い、新株予

約権を行使することができる。

(2）「新株予約権者」が死亡した場合は、相続人が新株予約権割当契約

に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合には、

当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）の調整

(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。ただし、当社

普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式の交

付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除く。

 

調整後行使価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前行使価額×
時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3）新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を

行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額

は適切に調整されるものとする。

４．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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５．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上

を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において

残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転

計画において定めた場合に限るものとする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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②　平成19年６月22日定時株主総会決議及び平成19年７月10日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 323　　　　　　　　　　 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 323,000                　 （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　3,661　           （注）３

新株予約権の行使期間 平成20年９月１日～平成27年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

                     発行価格　　　3,661

                     資本組入額　　1,831
（注）４

新株予約権の行使の条件

「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の

関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場

合、その喪失日より３年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、そ

の他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。ま

た、上記のほか、平成19年６月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当

該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「権利行使価額」と

いう。）の調整

(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後権利行使価額＝調整前権利行使価額×
1 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。ただし、

当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除

く。

 

調整後権利行使価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前権利行使価額×
時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3）新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配

当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、

権利行使価額は適切に調整されるものとする。

４．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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５．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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③　平成20年６月24日定時株主総会決議及び平成20年７月15日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 271　　　　　　　　　　 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 271,000                　 （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　2,499　           （注）３

新株予約権の行使期間 平成21年９月１日～平成28年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

                     発行価格　　　2,499

                     資本組入額　　1,250
（注）４

新株予約権の行使の条件

「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の

関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場

合、その喪失日より３年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、そ

の他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。ま

た、上記のほか、平成20年６月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当

該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「権利行使価額」と

いう。）の調整

(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後権利行使価額＝調整前権利行使価額×
1 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。ただし、

当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除

く。

 

調整後権利行使価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前権利行使価額×
時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3）新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲

で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。

４．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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５．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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④　平成21年６月24日定時株主総会決議及び平成21年７月14日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 397　　　　　　　　　　 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 397,000                　 （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　1,729　           （注）３

新株予約権の行使期間 平成22年９月１日～平成29年８月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

                     発行価格　　　1,729

                     資本組入額　　　865
（注）４

新株予約権の行使の条件

「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の

関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場

合、その喪失日より３年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、そ

の他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との

間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。ま

た、上記のほか、平成21年６月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当

該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「権利行使価額」と

いう。）の調整

(1) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。

調整後権利行使価額＝調整前権利行使価額×
1 　

株式分割（又は株式併合）の比率 　

(2) 新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う

場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、切り上げる。ただし、

当社普通株式の交付と引換えに取得される証券若しくは取得させることができる証券又は当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得又は行使の場合を除

く。

 

調整後権利行使価額

   
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 　

＝調整前権利行使価額×
時価 　

既発行株式数＋新規発行株式数 　

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(3）新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の株式会社の株式の普通株主へ

の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲

で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。

４．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
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５．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調

整した再編後払込金額に上記(3）に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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⑤　平成22年６月23日定時株主総会決議及び平成22年７月13日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 558　　　　　　　　　　 （注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 55,800                　 （注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　1

新株予約権の行使期間 平成25年８月２日～平成30年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額（円）

                     発行価格　　　　　1

                     資本組入額　　　　1
（注）３

新株予約権の行使の条件

「新株予約権者」は、当社の取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の

関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場

合、その喪失日より３年間（ただし、新株予約権を行使することができ

る期間を超えない。）に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他

の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で

締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

新株予約権の取得条項に関する事項 新株予約権の取得条項は定めない。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。

２．当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。ま

た、上記のほか、平成22年６月23日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当

該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

３．新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。

４．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画

において定めることを条件とする。

(1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同

一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たり１円とし、これに上記(3）

に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
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(5）新株予約権を行使することができる期間

表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

(8）新株予約権の取得条項

新株予約権の取得条項は定めない。
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(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はない。

　　

(4)【ライツプランの内容】

　該当事項はない。

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減額
（百万円）

資本準備金残高
（百万円）

平成22年10月１日～

平成22年12月31日　
－ 998,744,060 － 70,120 － 140,140

　

(6)【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）にお

いて、大株主の異動は把握していない。

　

(7)【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日（平成22年12月31日）現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確

認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による

記載をしている。

　

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式 　　　　30,432,400
－

権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

単元株式数100株

（相互保有株式）

普通株式　　　　　1,112,900
－ 同上

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　　966,267,000 9,662,670 同上

単元未満株式 普通株式　　　　　　931,760 － 同上

発行済株式総数 998,744,060 － －

総株主の議決権 － 9,662,670 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が7,000株（議決権の数70個）

含まれている。
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②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社小松製作所 東京都港区赤坂二丁目３番６号 30,432,400 － 30,432,400 3.04

コマツ道東株式会社
北海道帯広市西二十四条北一丁目

３番４号
300,000 － 300,000 0.03

コマツ栃木株式会社（注）１
栃木県宇都宮市平出工業団地38番地

12
287,000 4,700 291,700 0.02

コマツ山形株式会社（注）１
山形県山形市蔵王成沢字町浦192

番地
148,400 88,400 236,800 0.02

コマツ秋田株式会社（注）１ 秋田県秋田市川尻大川町９番48号 － 65,500 65,500 0.00

コマツ淡路株式会社（注）１ 兵庫県洲本市桑間一丁目１番７号 － 60,700 60,700 0.00

栃木シヤーリング株式会社

（注）２
栃木県真岡市大和田１番地22 19,400 40,400 59,800 0.00

コマツ愛媛株式会社（注）１ 愛媛県松山市高岡町151番地 31,600 3,100 34,700 0.00

東和株式会社（注）２ 石川県能美市吉原釜屋町ワ48番地８ 13,000 12,100 25,100 0.00

コマツ茨城株式会社（注）１ 茨城県水戸市吉沢町358番地の１ － 12,800 12,800 0.00

コマツ山陰株式会社（注）１ 島根県松江市東津田町1876番地 － 11,000 11,000 0.00

浜松小松フォークリフト株式会社
静岡県浜松市西区桜台一丁目６番

15号
6,000 － 6,000 0.00

静岡小松フォークリフト株式会社
静岡県静岡市駿河区北丸子一丁目

31番４号
3,800 － 3,800 0.00

大分小松フォークリフト株式会社 大分県大分市豊海四丁目２番12号 3,000 － 3,000 0.00

コマツ宮崎株式会社（注）１
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂2957

番地12
－ 1,700 1,700 0.00

山形小松フォークリフト株式会社
山形県山形市流通センター一丁目

２番地の１
300 － 300 0.00

計 － 31,244,900300,40031,545,300 3.15

（注）１．「他人名義」欄に記載している株式の名義人は、小松ディーラー持株会（神奈川県相模原市中央区淵野辺二

丁目５番８号）である。

２．「他人名義」欄に記載している株式の名義人は、小松製作所協力企業持株会（東京都港区赤坂二丁目３番６

号）である。

３．「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点第３位を切り捨てて記載しているため、各株主の

割合を合計したものと「計」で表示している割合とは一致しない。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
月別 平成22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 2,023 1,851 1,791 1,851 1,877 1,963 2,006 2,404 2,515

最低（円） 1,801 1,588 1,580 1,571 1,688 1,682 1,880 1,973 2,322

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

 １．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、平成21年内閣府令第73号附則第６条に基づき、改正前の「四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第93条の規定により、米国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準（米国会計基準）による用語、様式及び作成方法に準拠して作成している。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平成22

年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。　

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

ている。

　　

EDINET提出書類

株式会社小松製作所(E01532)

四半期報告書

33/61



１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

株式会社小松製作所及び連結子会社

  
当第３四半期
連結会計期間末

（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日） 　

区分 注記番号 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％） 　

（資産の部）  　 　 　 　 　
流動資産  　 　 　 　 　
現金及び現金同等物  84,353 　 82,429 　 　
定期預金  606 　 1,132 　 　
受取手形及び売掛金
－貸倒引当金（当第３四半期連結
会計期間末13,725百万円、前連
結会計年度末14,941百万円）控
除後　

　 442,298　 447,693　 　

たな卸資産 ※３ 458,105　 396,416　 　
繰延税金及びその他の流動資産 ※８,９,10 127,099　 112,451　 　

流動資産合計  1,112,46155.6 1,040,12153.1 　
長期売上債権  157,6817.9 150,9727.7 　
投資  　 　 　 　 　
関連会社に対する投資及び貸付金  24,689 　 24,002 　 　
投資有価証券 ※４,９,10 57,579 　 60,467 　 　
その他  2,979 　 2,399 　 　

投資合計  85,2474.3 86,8684.4 　
有形固定資産
－減価償却累計額（当第３四半期連
結会計期間末633,806百万円、前連
結会計年度末631,973百万円）控
除後　

 510,61925.5 525,10026.8 　

営業権  28,9341.4 29,5701.5 　
その他の無形固定資産 　 56,9312.9 61,7293.2 　
繰延税金及びその他の資産 ※８,９,10 48,0732.4 64,6953.3 　

資産合計  1,999,946100.0 1,959,055100.0 　

　※は「四半期連結財務諸表に関する注記」の項目番号を参照
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当第３四半期
連結会計期間末

（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日） 　

区分 注記番号 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％） 　

（負債の部）  　 　 　 　 　
流動負債  　 　 　 　 　
短期債務  111,555　 123,438　 　
長期債務
－１年以内期限到来分

※９,10 99,599 　 105,956　 　

支払手形及び買掛金  279,014　 207,024　 　
未払法人税等  20,388 　 22,004 　 　
繰延税金及びその他の流動負債 ※８,９,10 183,801　 183,324　 　

流動負債合計  694,35734.7 641,74632.7 　
固定負債  　 　 　 　 　
長期債務 ※９,10　 329,857　 356,985　 　
退職給付債務  41,653 　 46,354 　 　
繰延税金及びその他の負債 ※８,９,10 35,067 　 37,171 　 　

固定負債合計  406,57720.3 440,51022.5 　
負債合計  1,100,93455.0 1,082,25655.2 　

契約残高及び偶発債務 ※７     　     　 　
  　 　 　 　 　

（純資産の部） 　 　 　 　 　 　
資本金
－普通株式
授権株式数
当第３四半期連結会計期間末：

3,955,000,000株
前連結会計年度末：

3,955,000,000株
発行済株式数
当第３四半期連結会計期間末：

998,744,060株
前連結会計年度末：

998,744,060株 67,870 　 67,870 　 　
自己株式控除後発行済株式数
当第３四半期連結会計期間末：

           967,784,233株
前連結会計年度末：

968,039,976株　

 　 　 　 　 　

資本剰余金  140,561　 140,421　 　
利益剰余金  　 　 　 　 　
利益準備金  33,243 　 31,983 　 　
その他の剰余金  798,274　 724,090　 　
その他の包括利益（△損失）累計額 ※４ △  151,154　　　　 △　 95,634　 　
自己株式
－取得価額
当第３四半期連結会計期間末：

          30,959,827株
前連結会計年度末：

30,704,084株　  △   35,268　　 △　 34,755　 　
株主資本合計  853,52642.7 833,97542.6 　

非支配持分  45,4862.3 42,8242.2 　
純資産合計 　 899,01245.0 876,79944.8 　

負債及び純資産合計  1,999,946100.0 1,959,055100.0 　

　※は「四半期連結財務諸表に関する注記」の項目番号を参照
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

株式会社小松製作所及び連結子会社

  
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

　

区分 注記番号 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％） 　

売上高  1,003,927100.0 1,301,973100.0 　
売上原価  780,51677.7 946,40772.7 　
販売費及び一般管理費 ※５ 181,20418.0 190,48814.6 　
その他の営業収益（△費用）  △    6,110△  0.6 △   2,331 　△  0.2　 　
営業利益  36,0973.6 162,74712.5 　
その他の収益（△費用）  △    1,409　 △   3,844　　 　
受取利息及び配当金  5,215 0.5 3,012 0.2 　
支払利息  △    7,276△  0.7 △   4,651　△  0.4　 　
その他（純額）  ※４,８,10 652 0.1 △   2,205　△  0.2　 　
税引前四半期純利益  34,6883.5 158,90312.2 　
法人税等 　 　 　 　 　 　
当期分  24,169 　 31,743 　 　
繰延分  △   12,330　 23,907 　 　

合計  11,8391.2 55,6504.3 　
持分法投資損益調整前
四半期純利益

 22,8492.3 103,2537.9 　

持分法投資損益　 　 556 0.1 2,399 0.2 　
四半期純利益　 　 23,4052.3 105,6528.1 　
非支配持分損益  △    5,050△  0.5 △   5,030　△  0.4　 　
当社株主に帰属する四半期純利益  18,3551.8 100,6227.7 　
１株当たり当社株主に帰属する
四半期純利益

※６ 　 　 　

  　  　
基本的  18.96円 103.97円 　
希薄化後  18.95円 103.91円 　

１株当たり配当金 ※12 26.00円 26.00円 　
　※は「四半期連結財務諸表に関する注記」を参照
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【第３四半期連結会計期間】

株式会社小松製作所及び連結子会社

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

　

区分 注記番号 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％） 　

売上高  357,964100.0 442,210100.0 　
売上原価  275,43476.9 316,53071.6 　
販売費及び一般管理費 ※５ 61,72117.2 65,73814.9 　
その他の営業収益（△費用）  △  4,497△  1.3 △  1,107　△  0.3　 　
営業利益  16,3124.6 58,83513.3 　
その他の収益（△費用）  △     76 　 △     43 　 　
受取利息及び配当金  1,250 0.3 683 0.2 　
支払利息  △  2,151△  0.6 △  1,362△  0.3 　
その他（純額）  ※４,８,10 825 0.2 636 0.1 　
税引前四半期純利益  16,2364.5 58,79213.3 　
法人税等 　 　 　 　 　 　
当期分  8,681 　 13,857 　 　
繰延分  △  3,485 　 8,286 　 　

合計  5,196 1.5 22,1435.0 　
持分法投資損益調整前
四半期純利益

 11,0403.1 36,6498.3 　

持分法投資損益　 　 515 0.1 1,201 0.3 　
四半期純利益　 　 11,5553.2 37,8508.6 　
非支配持分損益  △  1,398△  0.4 △    992　△  0.2 　
当社株主に帰属する四半期純利益  10,1572.8 36,8588.3 　
１株当たり当社株主に帰属する
四半期純利益

※６ 　 　 　

    　
基本的  10.49円 38.09円 　
希薄化後  10.49円 38.06円 　

１株当たり配当金 ※12 8.00円 18.00円 　
　※は「四半期連結財務諸表に関する注記」を参照
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(3)【四半期連結純資産計算書】

株式会社小松製作所及び連結子会社

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） (金額：百万円）

　
注記
番号

資本金
　

資本
剰余金
　

利益剰余金 その他の
包括利益
(△損失)
累計額　

自己株式
　

株主資本
合計
　

非支配
持分
　

純資産
合計
　

利益
準備金

その他の
剰余金　

前々期末残高 　 67,870140,09228,472719,222△105,744　△34,971814,94133,393848,334
現金配当 　 　 　 　 △25,180 　 　 △25,180△ 1,735　 △26,915
利益準備金への振替 　 　 　 2,688△ 2,688　 　 　 - 　 -
持分変動及びその他 　 　 　 　 　 　 　 -　　 1,5141,514
包括利益（△損失） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
四半期純利益 　 　 　 　 18,355 　 　 18,3555,05023,405
その他の包括利益
（△損失）
－税控除後

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外貨換算調整勘定 　 　 　 　 　  △  2,018 　 △ 2,018　1,431△   587
未実現有価証券評
価損益

　 　 　 　 　 1,244 　 1,244 - 1,244

年金債務調整勘定 　 　 　 　 　 2,326 　 2,326 1 2,327
未実現デリバティ
ブ評価損益

※８ 　 　 　 　 　640 　 　640 678 　1,318

　計 　 　 　 　 　 　 　 20,5477,16027,707
新株予約権の付与及
び行使　

※５ 　 413 　 　 　 　 413 　 413

自己株式の購入等 　 　 　 　 　 　 △    22△    22 　 △    22
自己株式の売却等 　 　 △    84 　 　 　 256 172 　 172
前第３四半期末残高 　 67,870140,42131,160709,709△103,552△34,737810,87140,332851,203

　
　

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） (金額：百万円）

　
注記
番号

資本金
　

資本
剰余金
　

利益剰余金 その他の
包括利益
(△損失)
累計額　

自己株式
　

株主資本
合計
　

非支配
持分
　

純資産
合計
　

利益
準備金

その他の
剰余金　

前期末残高 　 67,870140,42131,983724,090△ 95,634　△34,755　833,97542,824876,799

現金配当 ※12　 　 　 　 △25,178　 　 　 △25,178　
△   975　

　　
△26,153　

利益準備金への振替 　 　 　 1,260△ 1,260　 　 　 -　 　 -　
持分変動及びその他 　 　 　 　 　 　 　 -　 1,9101,910
包括利益（△損失） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
四半期純利益　 　 　 　 　 100,622 　 　 100,6225,030105,652
その他の包括利益
（△損失）
－税控除後

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外貨換算調整勘定 　 　 　 　 　 △ 56,935　 　
△56,935　

　
△ 3,382　△60,317　

未実現有価証券評
価損益

　 　 　 　 　 274　 　 274　 -　 274　

年金債務調整勘定 　 　 　 　 　 418 　 418 -　 418
未実現デリバティ
ブ評価損益

※８ 　 　 　 　 723 　 723 79　 802

　計 　 　 　 　 　 　 　 45,1021,72746,829
新株予約権の付与及
び行使　

※５ 　 133 　 　 　 　 133 　 133

自己株式の購入等 　 　 　 　 　 　 △   572　△   572　 　 △   572　
自己株式の売却等 　 　 　7 　 　 　 59 66 　 66
当第３四半期末残高 　 67,870140,56133,243798,274△151,154　△35,268　853,52645,486899,012

※ は「四半期連結財務諸表に関する注記」を参照
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(4)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

株式会社小松製作所及び連結子会社

  
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

　

区分 注記番号 金額（百万円） 金額（百万円） 　
営業活動によるキャッシュ・フロー  　 　 　 　 　
四半期純利益  　 23,405 　 105,652　
四半期純利益から営業活動による現金及び現金同等
物の増減（純額）への調整

 　 　 　 　 　

減価償却費等  67,752 　 66,128 　 　
法人税等繰延分  △  12,330 　 23,907 　 　
有価証券及び投資有価証券売却損益  △     807 　 △      72 　 　
有形固定資産売却損益  △     510 　 △   1,946　 　 　
固定資産廃却損  1,313 　 948 　 　
未払退職金及び退職給付債務の増減  △   1,884 　 △   4,142　 　 　
資産及び負債の増減  　 　 　 　 　
受取手形及び売掛金の増減  △  28,410 　 △  48,750　 　 　
たな卸資産の増減  86,846 　 △  94,511　 　 　
支払手形及び買掛金の増減  △  30,792 　 78,182 　 　
未払法人税等の増減  △   2,721 　 △     126　 　 　
その他（純額）  13,457 91,914 7,659　 27,277　
営業活動による現金及び現金同等物の増減（純額）  　 115,319 　 132,929　
投資活動によるキャッシュ・フロー  　 　 　 　 　
固定資産の購入  　 △  69,103 　 △　74,383　　
固定資産の売却  　 11,077 　 6,317　
売却可能投資有価証券の売却  　 720 　 1,843　
売却可能投資有価証券等の購入  　 △   3,465 　 △　　 493　　
子会社及び持分法適用会社株式の売却
（現金流出額との純額）

 　 661 　 -　 　

子会社及び持分法適用会社株式の取得
（現金取得額との純額）

 　 638 　 758　

貸付金の回収  　 10,512 　 1,556　
貸付金の貸付  　 △   1,116 　 △ 　  918　　
定期預金の増減  　 △     521 　 407　
投資活動による現金及び現金同等物の増減（純額）  　 △  50,597 　 △　64,913　　
財務活動によるキャッシュ・フロー  　 　 　 　 　
長期債務による調達  　 104,021 　 50,162　
長期債務の支払  　 △  41,069 　 △　50,392　　　　
短期債務の増減（純額）  　 △  70,869 　 △　10,339　　
キャピタルリース債務の減少  　 △  25,876 　 △　24,034　　
自己株式の売却及び取得（純額）  　 150 　 30　
配当金支払  　 △  25,180 　 △　25,178　　
その他（純額）  　 △   1,752 　 121　　
財務活動による現金及び現金同等物の増減（純額）  　 △  60,575 　 △　59,630　　
為替相場変動による現金及び現金同等物への影響額  　 △   1,219 　 △　 6,462　　
現金及び現金同等物純増減額  　 2,928 　 1,924　
現金及び現金同等物期首残高  　 90,563 　 82,429　
現金及び現金同等物四半期末残高  　 93,491 　 84,353　

  ※は「四半期連結財務諸表に関する注記」を参照
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四半期連結財務諸表に関する注記

１．四半期連結財務諸表の作成基準及び重要な会計方針

四半期連結財務諸表の作成基準

①　当社の四半期連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準（米国会計基準）

に準拠して作成している。

②　当四半期連結財務諸表上では、連結会社の会計帳簿には記帳されていない、いくつかの修正が加えられてい

る。それらは主として注記15．「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について－③会計処理基準に

ついて」で述べられている日米会計基準の相違によるものである。

連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況

当社は昭和39年の欧州における外貨建転換社債の発行を契機として、昭和38年より米国会計基準での連結財務

諸表を作成している。また、当社は昭和45年の新株式発行に伴い、米国株主に対する割当てのために普通株式を米

国証券取引委員会に登録した。以来、外国発行会社として、米国1934年証券取引法に基づいて、米国会計基準に基

づいて作成された連結財務諸表を含む年次報告書を米国証券取引委員会に届け出、登録することが義務付けられ

ている。

重要な会計方針

　直近の有価証券報告書に記載された重要な会計方針に対し、重要な変更はない。

 　

２．補足的キャッシュ・フロー情報

　四半期連結キャッシュ・フロー計算書の補足的情報は次のとおりである。

　

　

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

　
　
　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

　

　 百万円　 　 百万円　 　

現金支出項目　 　 　 　 　

　利息支払額 7,569 　 4,398 　

　法人税等支払額 6,544 　 38,738　　

非現金支出項目　 　 　 　 　

　キャピタルリース債務の発生額 12,663 　 2,147 　

　

３．たな卸資産

　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び前連結会計年度末（平成22年３月31日）のたな卸資産の

内訳は次のとおりである。

　

　
当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

　
　
　

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　

　 百万円　 　 百万円　 　

製品（含む補給部品）　 292,721 　 254,157　

仕掛品 123,846 　 102,096　

原材料及び貯蔵品 41,538 　 40,163　　

　 458,105 　 396,416　
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４．投資有価証券

　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び前連結会計年度末（平成22年３月31日）における投資有

価証券は主として売却可能投資有価証券である。

　主な投資有価証券の種類別の原価額、未実現保有利益、未実現保有損失及び公正価額は次のとおりである。

    
当第３四半期
連結会計期間末

（平成22年12月31日）
  

    未実現保有   
  原価額  利益  損失  公正価額

  百万円  百万円  百万円  百万円

売却可能投資有価証券  　  　  　  　

市場性ある持分証券  23,172 22,739 39  45,872

その他の投資有価証券  11,707 　  　  　

  34,879 　  　  　

    
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

  

    未実現保有   
  原価額  利益  損失  公正価額

  百万円  百万円  百万円  百万円

売却可能投資有価証券  　  　  　  　

市場性ある持分証券  24,988　 22,235　 45 　 47,178

その他の投資有価証券  13,289　 　 　 　 　 　

  38,277　 　 　 　 　 　

   

  その他の投資有価証券は、主に市場性のない持分証券である。その他の投資有価証券は、公正価額の見積りが実 

務上困難であり、また、これらの投資の公正価額に重大な影響を及ぼすと予想される事象または状況の変化等が認

められなかったため、公正価額の見積りを行っていない。

　未実現保有損益は、実現するまでその他の包括利益（△損失）累計額に区分計上されている。

　前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成22年４月１日　至平成22年12月31日）の売却可能投資有価証券の売却手取金額は、それぞれ720百万円及び1,843

百万円である。

　前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成22年４月１日　至平成22年12月31日）の売却可能投資有価証券の減損及び売却損益は、純額でそれぞれ807百万円

及び72百万円の利益である。また、前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び当

第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）の売却可能投資有価証券の減損及び売却損

益は、純額でそれぞれ555百万円及び162百万円の利益である。これらは、四半期連結損益計算書のその他の収益（△

費用）の中に含まれている。

　投資有価証券の売却原価は平均原価法で算定している。

　

５．ストック・オプション

　　　当社は２種類のストック・オプション制度を導入している。

　

平成22年６月以前に取締役会で決議されたストック・オプション

　当社の取締役及び特定の使用人並びに関係会社の取締役に対して、権利付与日の属する月の直前月各日の東京証

券取引所の終値の平均値に1.05を乗じた価額、または権利付与日の終値のいずれか高い方の金額で自己株式を購入

する権利を付与する。

　当社は、平成19年６月22日開催の定時株主総会及び平成21年７月14日の取締役会決議に基づき、平成21年度に当社

の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を239個発行した。当社はまた、平成21年６月24日開催の

定時株主総会及び平成21年７月14日の取締役会決議に基づき、当社の使用人及び当社の関係会社の取締役に対して

平成21年度にストック・オプションとして新株予約権403個発行した。それぞれのストック・オプションへの受給

権は、権利付与日に100％発生する。平成21年度付与分のストック・オプションは平成22年９月１日付で行使可能と

なっている。

　

平成22年７月に取締役会で決議されたストック・オプション

　当社の取締役及び特定の使用人並びに関係会社の取締役に対して、行使価額１円で自己株式を購入する権利を付

与する。
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　当社は、平成22年６月23日開催の定時株主総会及び平成22年７月13日の取締役会決議に基づき、平成22年度に当社

の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を210個、当社の使用人及び当社の関係会社の取締役に

対して558個発行した。それぞれのストック・オプションへの受給権は、権利付与日に100％発生する。平成22年度付

与分のストック・オプションは平成25年８月２日付で行使可能となる。

　

　当社は報酬コストを公正価値基準法により認識している。前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平

成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）において、販売費

及び一般管理費に計上された報酬コストは、それぞれ413百万円及び137百万円であり、税効果控除後でそれぞれ246

百万円及び82百万円である。また、前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び当

第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）において、販売費及び一般管理費に計上さ

れた報酬コストは、それぞれ310百万円及び82百万円であり、税効果控除後でそれぞれ184百万円及び49百万円であ

る。

　新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。

　

６．１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益

　基本的及び希薄化後１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算の過程は次のとおりである。　

  
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当社株主に帰属する四半期純利益  18,355百万円 100,622百万円

  　   

期中平均発行済株式数（自己株式控除後）  968,000,628株  967,788,140株

希薄化の影響  　  　

ストック・オプション  414,917株  595,770株

希薄化後期中平均発行済株式数  968,415,545株  968,383,910株

基本的１株当たり当社株主に帰属する

四半期純利益
 18.96円  103.97円

希薄化後１株当たり当社株主に帰属する

四半期純利益
 18.95円  103.91円

　

　

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

 
当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

当社株主に帰属する四半期純利益  10,157百万円 36,858百万円

  　   

期中平均発行済株式数（自己株式控除後）  968,046,436株  967,776,292株

希薄化の影響  　  　

ストック・オプション  483,967株  765,084株

希薄化後期中平均発行済株式数  968,530,403株  968,541,376株

基本的１株当たり当社株主に帰属する

四半期純利益
 10.49円  38.09円

希薄化後１株当たり当社株主に帰属する

四半期純利益
 10.49円  38.06円
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７．偶発債務

①　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び前連結会計年度末（平成22年３月31日）における遡及

権付債権の譲渡に係る偶発債務は、それぞれ4,840百万円及び9,850百万円である。

　当社及び連結子会社は、従業員、関連会社及び顧客等の借入金について、第三者に対する債務保証を行っている。

従業員に関する債務保証の主なものは、住宅ローンに対するものである。関連会社及び顧客等に関する債務保証

は、信用補完のためのものである。契約期間中に従業員、関連会社及び顧客等が債務不履行に陥った場合、当社及

び連結子会社は保証債務の履行義務を負う。債務保証の契約期間は、従業員の住宅ローンについては10年から30

年、関連会社及び顧客等の借入金については１年から10年である。当第３四半期連結会計期間末及び前連結会計

年度末において、債務不履行が生じた場合に当社及び連結子会社が負う割引前の最高支払額は、88,723百万円及

び88,379百万円である。当第３四半期連結会計期間末において、これらの債務保証について認識されている負債

の公正価値には重要性はない。これらの債務保証の一部は、当社への担保の差入及び保険契約により担保されて

いる。

　当社はこれらの偶発債務による損失が仮に発生したとしても四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼすもので

はないと考えている。

②　当社及び連結子会社には種々の通常の営業の過程で生じた係争中の事件があるが、経営者及び弁護士の見解で

は当社及び連結子会社の財政状態に重要な影響を与えずに解決される見込みである。

③　当社及び連結子会社は、世界中の顧客、ディーラー及び関係会社を相手として営業活動を行っており、それらか

らの売掛金及びそれらに対する保証は、信用リスクが集中しないよう分散されている。

　経営者は、債権から設定済の引当金を超える損失は発生しないと考えている。
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８．金融派生商品

　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び前連結会計年度末（平成22年３月31日）における金融派

生商品の契約残高は次のとおりである。

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

 
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

 百万円 百万円

外国為替予約及びオプション契約    

外国為替売予約契約 81,391　 40,209

外国為替買予約契約 73,748　 48,809

オプション契約（買建） 204 　 949

金利スワップ、クロスカレンシースワップ契約

及び金利キャップ契約
163,080　 184,487

　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び前連結会計年度末（平成22年３月31日）において、四半

期連結貸借対照表に計上されている金融派生商品の公正価額は次のとおりである。

　

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）　

ヘッジ指定されている
金融派生商品

金融派生商品資産 金融派生商品負債

連結貸借対照表計上科目
公正価額
（百万円）

連結貸借対照表計上科目
公正価額
（百万円）

外国為替予約契約 繰延税金及びその他の流動資産 1,435繰延税金及びその他の流動負債 －

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

繰延税金及びその他の流動資産 211繰延税金及びその他の流動負債 454

繰延税金及びその他の資産 － 繰延税金及びその他の負債 －

計  1,646 454

ヘッジ指定されていない
金融派生商品

金融派生商品資産 金融派生商品負債

連結貸借対照表計上科目
公正価額
（百万円）

連結貸借対照表計上科目
公正価額
（百万円）

外国為替予約契約

　

繰延税金及びその他の流動資産 641繰延税金及びその他の流動負債 2,033

繰延税金及びその他の資産 124繰延税金及びその他の負債 5

オプション契約 繰延税金及びその他の流動資産 5 繰延税金及びその他の流動負債 －

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

繰延税金及びその他の流動資産 4,920繰延税金及びその他の流動負債 452

繰延税金及びその他の資産 10,232繰延税金及びその他の負債 276

計  15,922 2,766

金融派生商品合計  17,568 3,220
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前連結会計年度末

（平成22年３月31日）　

ヘッジ指定されている
金融派生商品

金融派生商品資産 金融派生商品負債

連結貸借対照表計上科目
公正価額
（百万円）

連結貸借対照表計上科目
公正価額
（百万円）

外国為替予約契約 繰延税金及びその他の流動資産 73繰延税金及びその他の流動負債 830

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

繰延税金及びその他の流動資産 354繰延税金及びその他の流動負債 734

繰延税金及びその他の資産 99繰延税金及びその他の負債 －

計  526 1,564

ヘッジ指定されていない
金融派生商品

金融派生商品資産 金融派生商品負債

連結貸借対照表計上科目
公正価額
（百万円）

連結貸借対照表計上科目
公正価額
（百万円）

外国為替予約契約 繰延税金及びその他の流動資産 90繰延税金及びその他の流動負債 1,248

オプション契約 繰延税金及びその他の流動資産 18繰延税金及びその他の流動負債 －

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

繰延税金及びその他の流動資産 1,730繰延税金及びその他の流動負債 915

繰延税金及びその他の資産 6,989繰延税金及びその他の負債 901

計  8,827 3,064

金融派生商品合計  9,353 4,628

　

　前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成22年４月１日　至平成22年12月31日）における、金融派生商品の四半期連結損益計算書への影響は次のとおりで

ある。
　
公正価値ヘッジにおける金融派生商品

 

前第３四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

金融派生商品損益の計上科目
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

ヘッジ対象損益の計上科目
ヘッジ対象損益
の金額
（百万円）

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

その他の収益（△費用）－その他

（純額）
2,271

その他の収益（△費用）－その他

（純額）
△494

計  2,271 △494

 

 

当第３四半期連結累計期間
（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）　

金融派生商品損益の計上科目
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

ヘッジ対象損益の計上科目
ヘッジ対象損益
の金額
（百万円）

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

その他の収益（△費用）－その他

（純額）
－

その他の収益（△費用）－その他

（純額）
－

計  －  －
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キャッシュ・フローヘッジにおける金融派生商品

 

前第３四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

有効部分
非有効部分及び有効性テストで除外された
金額

その他の包括利
益に認識された
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

その他の包括利益(△損失)
累計額から損益に振替えら
れた損益の計上科目

その他の包括利
益(△損失)累計
額から損益に振
替えられた金額
（百万円）

損益認識された金融派生
商品損益の計上科目

損益認識された
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

外国為替予約契約 315
その他の収益（△費用）－

その他（純額）
373 － －

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

181
その他の収益（△費用）－

その他（純額）
90 － －

計 496 　 463 　 －

　

 

当第３四半期連結累計期間
（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

有効部分
非有効部分及び有効性テストで除外された
金額

その他の包括利
益に認識された
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

その他の包括利益(△損失)
累計額から損益に振替えら
れた損益の計上科目

その他の包括利
益(△損失)累計
額から損益に振
替えられた金額
（百万円）

損益認識された金融派生
商品損益の計上科目

損益認識された
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

外国為替予約契約 8,450
その他の収益（△費用）－

その他（純額）
7,454 － －

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

170
その他の収益（△費用）－

その他（純額）
－ － －

計 8,620 　 7,454 　 －

　

ヘッジ指定されていない金融派生商品

 

前第３四半期連結累計期間
（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

損益認識された金融派生商品損益の計上科目
損益認識された金融派生商品損益の
金額

（百万円）

外国為替予約契約 その他の収益（△費用）－その他（純額） 691

オプション契約 その他の収益（△費用）－その他（純額） △  3

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

売上原価 △417

その他の収益（△費用）－その他（純額） 1,587

計  1,858

　

 

当第３四半期連結累計期間
（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

損益認識された金融派生商品損益の計上科目
損益認識された金融派生商品損益の
金額

（百万円）

外国為替予約契約 その他の収益（△費用）－その他（純額） 344

オプション契約 その他の収益（△費用）－その他（純額） △ 11　

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

売上原価 △373　

その他の収益（△費用）－その他（純額） 6,879

計  6,839
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　前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自平

成22年10月１日　至平成22年12月31日）における、金融派生商品の四半期連結損益計算書への影響は次のとおりで

ある。

　

  公正価値ヘッジにおける金融派生商品

 

前第３四半期連結会計期間
（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）　

金融派生商品損益の計上科目
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

ヘッジ対象損益の計上科目
ヘッジ対象損益
の金額
（百万円）

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

その他の収益（△費用）－その他

（純額）
△278

その他の収益（△費用）－その他

（純額）
663

計  △278 663

　

 

当第３四半期連結会計期間
（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）　

金融派生商品損益の計上科目
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

ヘッジ対象損益の計上科目
ヘッジ対象損益
の金額
（百万円）

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

その他の収益（△費用）－その他

（純額）
－

その他の収益（△費用）－その他

（純額）
－

計  －  －

　

  キャッシュ・フローヘッジにおける金融派生商品

 

前第３四半期連結会計期間
（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

有効部分
非有効部分及び有効性テストで除外された
金額

その他の包括利
益(△損失)に認
識された金融派
生商品損益の金
額
（百万円）

その他の包括利益(△損失)
累計額から損益に振替えら
れた損益の計上科目

その他の包括利
益(△損失)累計
額から損益に振
替えられた金額
（百万円）

損益認識された金融派生
商品損益の計上科目

損益認識された
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

外国為替予約契約 △541
その他の収益（△費用）－

その他（純額）
△312 － －

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

△  3
その他の収益（△費用）－

その他（純額）
△  1 － －

計 △544 　 △313 　 －

　

 

当第３四半期連結会計期間
（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

有効部分
非有効部分及び有効性テストで除外された
金額

その他の包括利
益に認識された
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

その他の包括利益(△損失)
累計額から損益に振替えら
れた損益の計上科目

その他の包括利
益(△損失)累計
額から損益に振
替えられた金額
（百万円）

損益認識された金融派生
商品損益の計上科目

損益認識された
金融派生商品損
益の金額
（百万円）

外国為替予約契約 2,444
その他の収益（△費用）－

その他（純額）
2,551 － －

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

167　
その他の収益（△費用）－

その他（純額）
－ － －

計 2,611 　 2,551 　 －
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  ヘッジ指定されていない金融派生商品

 

前第３四半期連結会計期間
（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

損益認識された金融派生商品損益の計上科目
損益認識された金融派生商品損益の
金額

（百万円）

外国為替予約契約 その他の収益（△費用）－その他（純額） △  106

オプション契約 その他の収益（△費用）－その他（純額） △    3

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

売上原価 △  174

その他の収益（△費用）－その他（純額） △2,384

計  △2,667

　

 

当第３四半期連結会計期間
（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

損益認識された金融派生商品損益の計上科目
損益認識された金融派生商品損益の
金額

（百万円）

外国為替予約契約 その他の収益（△費用）－その他（純額） △  280

オプション契約 その他の収益（△費用）－その他（純額） △    2

金利スワップ、クロスカレン

シースワップ契約及び金利

キャップ契約

売上原価 △  105

その他の収益（△費用）－その他（純額） 1,095

計  708
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９．金融商品の公正価額情報

①　現金及び現金同等物、定期預金、受取手形及び売掛金、その他の流動資産、短期債務、支払手形及び買掛金、その他

の流動負債 

これらの勘定は短期間で決済されるので、その四半期連結貸借対照表計上額は公正価額に近似している。

　

②　投資有価証券－市場性ある持分証券

　公正価額の見積りが可能な市場性ある持分証券の公正価額は、市場価格に基づいて算定しており、その結果を

四半期連結貸借対照表に計上している。

③　長期売上債権 

　長期売上債権の公正価額は、将来のキャッシュ・フローから、現行の予想利子率で割り引いて算定する。　その

結果、四半期連結貸借対照表計上額は公正価額に近似している。

　

④　長期債務－１年以内期限到来分を含む 

　長期債務の公正価額は、取引所の相場による価格に基づいて算定するか、あるいは、借入ごとに将来のキャッ

シュ・フローから、類似の満期日の借入金に対して適用される期末時点での借入金利で割り引いて算定した現

在価値に基づいて算定している。

　

⑤　金融派生商品 

　主に外国為替予約及び金利スワップ契約からなる金融派生商品の公正価額は、金融機関から入手した見積価

格に基づいて算定しており、その結果を四半期連結貸借対照表に計上している。

　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び前連結会計年度末（平成22年３月31日）における、ヘッ

ジ目的で利用されると会計上認められない金融派生商品を含む金融商品の四半期連結貸借対照表計上額及び公

正価額は次のとおりである。

　

　
当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

　
前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　 計上額 　 公正価額 　 計上額 　 公正価額

　 百万円 　 百万円 　 百万円 　 百万円

投資有価証券－市場性ある持分証券 45,872 　 45,872 　 47,178 　 47,178

長期債務－１年以内期限到来分を含む 429,456　 426,347　 462,941　 460,916

金融派生商品 　 　 　 　 　 　 　

外国為替予約及びオプション契約 　 　 　 　 　 　 　

資産 2,205 　 2,205 　 181 　 181

負債 2,038 　 2,038 　 2,078 　 2,078

金利スワップ、クロスカレンシー

スワップ契約及び金利キャップ契約
　 　 　 　 　 　 　

資産 15,363 　 15,363 　 9,172 　 9,172

負債 1,182 　 1,182 　 2,550 　 2,550

※公正価額の見積りについて

公正価額の見積りについては特定の一時点で、利用可能な市場情報及び当該金融商品に関する情報に基づいて

算定している。これらの見積りは不確実な点及び当社の判断を含んでいる。そのため、想定している前提が変わ

ることにより、この公正価額の見積りに影響を及ぼす可能性がある。
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10．公正価値による測定

  米国財務会計基準審議会会計基準編纂書820「公正価値測定と開示」は、公正価値を「市場参加者が測定日に行

う通常の取引において、資産を売却して受け取る価格または負債を譲渡するために支払う価格」と定義し、公正価

値をその測定のために使用するインプットの信頼性に応じて３つのレベルに区分することを規定している。各レベ

ルの内容は以下のとおりである。 

・レベル１：活発な市場における同一資産または同一負債の市場価格

・レベル２：レベル１以外の、直接的または間接的に観察可能なインプット

・レベル３：観察不能なインプット

　

経常的に公正価値で測定される資産及び負債
　 
　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び前連結会計年度末（平成22年３月31日）における、経

常的に公正価値で測定される資産及び負債の内訳は次のとおりである。

　
　

 
当第３四半期連結会計期間末

平成22年12月31日
（百万円）　

　

 レベル１  レベル２  レベル３  合計 　

資産        　

投資有価証券 　  　  　  　 　

　製造業 26,908　 － 　 － 　 26,908　

　金融・保険業 17,080　 － 　 － 　 17,080　

　その他 1,884　 － 　 － 　 1,884　

金融派生商品 　  　  　  　 　

　外国為替予約契約 － 　 2,200　 － 　 2,200　

　オプション契約 － 　 5　 － 　 5 　

　金利スワップ、クロスカレ

  ンシースワップ契約及び金

　利キャップ契約

－ 　 15,363　 － 　 15,363　

その他　 － 　 － 　 9　 9 　

合計 45,872 17,568 9 63,449　

　 　 　 　 　 　 　 　 　

負債        　

金融派生商品 　  　  　  　 　

　外国為替予約契約 － 　 2,038　 － 　 2,038　

　金利スワップ、クロスカレ

  ンシースワップ契約及び金

  利キャップ契約

－ 　 1,182　 － 　 1,182　

その他 －  33,498 829 34,327　

合計　 － 　 36,718　 829　 37,547　
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前連結会計年度末
平成22年３月31日
（百万円）　

　

 レベル１  レベル２  レベル３  合計 　

資産        　

投資有価証券 　  　  　  　 　

　製造業 26,147　 － 　 － 　 26,147　

　金融・保険業 18,935　 － 　 － 　 18,935　

　その他 2,096　 － 　 － 　 2,096　

金融派生商品 　  　  　  　 　

　外国為替予約契約 － 　 163　 － 　 163 　

　オプション契約 － 　 18　 － 　 18 　

　金利スワップ、クロスカレ

  ンシースワップ契約及び金

　利キャップ契約

－ 　 9,172　 － 　 9,172　

合計 47,178 9,353 －  56,531　

        　

負債        　

金融派生商品 　  　  　  　 　

　外国為替予約契約 － 　 2,078　 － 　 2,078　

　金利スワップ、クロスカレ

  ンシースワップ契約及び金

  利キャップ契約

－ 　 2,550　 － 　 2,550　

その他 －  22,839 2,280 25,119　

合計　 － 　 27,467　 2,280　 29,747　

投資有価証券

　上場株式が含まれている。活発な市場の公表価格に基づいて公正価値を測定しており、レベル１に分類して

いる。

　

金融派生商品

　外国為替予約及び金利スワップ契約等が含まれている。外国為替予約契約の公正価値は、契約レートと測定

日の予約レートとの差額から生じる将来キャッシュ・フローの現在価値を使用した価格モデルに基づき算

定し、レベル２に分類している。金利スワップ契約の公正価値は、スワップカーブと契約期間を使用した価格

モデルに基づき算定し、レベル２に分類している。

　

その他

　公正価値で測定した一部の借入金及び売上債権の証券化に係る留保持分等が含まれている。借入金の公正

価値は、市場のイールドカーブとクレジットスプレッドを使用した価格モデルに基づき算定し、レベル２に

分類している。クレジットスプレッドについてはクレジットデフォルトスワップを利用することにより入手

している。売上債権の証券化に係る留保持分の公正価値は、現在の市場の状況及び比較可能な売上債権の過

去の実績に基づいた割引率、前払い率並びに貸倒率を用いた見積り将来キャッシュ・フローの現在価値を使

用した価格モデルに基づき算定し、レベル３に分類している。
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　前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成22年４月１日　至平成22年12月31日）におけるレベル３の変動は次のとおりである。 
　

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日　
　　至 平成21年12月31日）

　
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日　
　　至 平成22年12月31日）

　 百万円 　 百万円　

期首残高 919　 △2,280

損益合計（実現または未実現） 911　 236

　損益 948　 20

　その他の包括利益（△損失） △   37　 216

購入・発行及び決済 △2,574　 1,224

期末残高 △  744　 △  820

 

　レベル３に分類している負債で、前第３四半期連結会計期間末に保有している負債に関する未実現利益の金額は、

前第３四半期連結累計期間において、四半期連結損益計算書のその他の収益（△費用）に948百万円の益が計上さ

れている。

　

　レベル３に分類している資産及び負債で、当第３四半期連結会計期間末に保有している資産及び負債に関する未

実現利益の金額は、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結損益計算書のその他の収益（△費用）に20百

万円の益が計上されている。　

　

　前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成22年10月１日　至平成22年12月31日）におけるレベル３の変動は次のとおりである。 
　

 
前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日　
　  至 平成21年12月31日）

　
当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年10月１日　
　　至 平成22年12月31日）

　 百万円 　 百万円

期首残高 △558　 △1,444

損益合計（実現または未実現） △245　 △   33

　損益 △212　 △   55

　その他の包括利益（△損失） △ 33　 22

購入・発行及び決済 59　 657

期末残高 △744　 △  820

 

　レベル３に分類している負債で、前第３四半期連結会計期間末に保有している負債に関する未実現利益の金額は、

前第３四半期連結会計期間において、四半期連結損益計算書のその他の収益（△費用）に1,534百万円の益が計上

されている。

　

　レベル３に分類している資産及び負債で、当第３四半期連結会計期間末に保有している資産及び負債に関する未

実現損失の金額は、当第３四半期連結会計期間において、四半期連結損益計算書のその他の収益（△費用）に55百

万円の損が計上されている。

　

非経常的に公正価値で測定される資産及び負債
　
  前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）において、非経常的に公正価値で測定

された資産及び負債はない。

　当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）において、非経常的に公正価値で測定さ

れた資産及び負債は重要ではない。
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11．貸出コミットメント

　当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び前連結会計年度末（平成22年３月31日）において、一部

の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ43,018百万円及び50,082百万円のコミット

メントライン契約を締結している。当第３四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における未使用枠はそれぞ

れ18,966百万円及び23,741百万円となっている。　

　

　

12．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月23日

定時株主総会
普通株式 7,748利益剰余金 8 平成22年３月31日 平成22年６月24日

平成22年10月28日

取締役会
普通株式 17,429　 利益剰余金 18 平成22年９月30日 平成22年11月26日

 　　 (注)　百万円未満の端数を切り捨てて表示している。
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13．セグメント情報

　当社及び連結子会社は、１）建設機械・車両、２）産業機械他の２つの事業セグメントで営業活動を行っている。

　セグメント利益は、日本の会計慣行に従い、売上高から売上原価と販売費及び一般管理費を差し引いたものであ

り、各セグメント利益には、上級役員、経営企画、コーポレートファイナンス、人事、内部監査、ＩＲ、法務、広報に係る

費用等の特定の全社共通費用や金融費用、並びに長期性資産や営業権の減損等、各セグメントに関連する特別な費

用は含まれていない。

　　

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 
建設機械・車両
（百万円）

産業機械他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 886,487 117,440 1,003,927 － 1,003,927

(2）セグメント間の内部売上高 2,040 11,276 13,316 △13,316 －

計 888,527 128,716 1,017,243△13,316 1,003,927

セグメント利益 44,131 2,273 46,404 △ 4,197 42,207

　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

 
建設機械・車両
（百万円）

産業機械他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 1,146,921 155,052 1,301,973 － 1,301,973

(2）セグメント間の内部売上高 1,614 7,740 9,354 △ 9,354 －

計 1,148,535 162,792 1,311,327△ 9,354 1,301,973

セグメント利益 156,379 13,403 169,782 △ 4,704 165,078

　

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
建設機械・車両
（百万円）

産業機械他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 316,882 41,082 357,964 － 357,964

(2）セグメント間の内部売上高 623 2,945 3,568 △ 3,568 －

計 317,505 44,027 361,532 △ 3,568 357,964

セグメント利益 (△損失) 23,344 △ 1,397 21,947 △ 1,138 20,809

　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

 
建設機械・車両
（百万円）

産業機械他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 383,276 58,934 442,210 － 442,210

(2）セグメント間の内部売上高 623 2,309 2,932 △ 2,932 －

計 383,899 61,243 445,142 △ 2,932 442,210

セグメント利益 54,077 7,270 61,347 △ 1,405 59,942
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セグメント別利益の合計額と税引前四半期純利益との調整　

  
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

  百万円 百万円

セグメント別利益の合計額  46,404　 169,782

消去又は全社  　△  4,197　　 △  4,704

セグメント利益合計  42,207　 165,078

その他の営業収益（△費用）  　△  6,110　　 △  2,331

営業利益  36,097　 162,747

受取利息及び配当金  5,215　 3,012

支払利息  　△  7,276　　 △  4,651

その他（純額）  652　 △  2,205

税引前四半期純利益  34,688　 158,903

　

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

 
当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

  百万円 百万円

セグメント別利益の合計額  21,947　 61,347

消去又は全社  　△  1,138　　     △  1,405

セグメント利益合計  20,809　 59,942

その他の営業収益（△費用）  　△  4,497　　 △  1,107

営業利益  16,312　 58,835

受取利息及び配当金  1,250　 683

支払利息  　△  2,151　　     △  1,362

その他（純額）  825　 636

税引前四半期純利益  16,236　 58,792

　（注）１．事業の種類別セグメントに含まれる主要製品・事業内容は、次のとおりである。

ａ．建設機械・車両事業

掘削機械、積込機械、整地・路盤用機械、運搬機械、林業機械、地下建設機械、資源リサイクル機械、産業車

両、その他機械、エンジン、機器、鋳造品、物流関連

ｂ．産業機械他事業

鍛圧機械、板金機械、工作機械、防衛関連、温度制御機器、その他

２．セグメント間の取引は、独立企業間価格で行われている。
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【地域別情報】

地域別外部顧客に対する売上高は次のとおりである。

　

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州・CIS
（百万円）

中国
（百万円）

アジア※・
オセアニア
（百万円）

中近東・
アフリカ
（百万円）

連結
（百万円）

外部顧客に対する売上高 238,033232,725 92,826 178,606201,802 59,9351,003,927

　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州・CIS
（百万円）

中国
（百万円）

アジア※・
オセアニア
（百万円）

中近東・
アフリカ
（百万円）

連結
（百万円）

外部顧客に対する売上高 256,680289,839114,065282,145285,059 74,1851,301,973

　

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州・CIS
（百万円）

中国
（百万円）

アジア※・
オセアニア
（百万円）

中近東・
アフリカ
（百万円）

連結
（百万円）

外部顧客に対する売上高 87,301 80,400 30,604 60,867 78,018 20,774 357,964

　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

 
日本

（百万円）
米州

（百万円）
欧州・CIS
（百万円）

中国
（百万円）

アジア※・
オセアニア
（百万円）

中近東・
アフリカ
（百万円）

連結
（百万円）

外部顧客に対する売上高 93,561 93,252 41,927 96,018 92,873 24,579 442,210

　

※　日本及び中国を除く。

　

所在国別外部顧客に対する売上高は次のとおりである。

　

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31日） 

 
日本

（百万円）
米国

（百万円）
欧州・CIS
（百万円）

中国
（百万円）

その他の地域
（百万円）

連結
（百万円）

外部顧客に対する売上高 356,775 221,805 104,828 152,851 167,668 1,003,927

　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

 
日本

（百万円）
米国

（百万円）
欧州・CIS
（百万円）

中国
（百万円）

その他の地域
（百万円）

連結
（百万円）

外部顧客に対する売上高 460,871 284,200 123,411 218,463 215,028 1,301,973

　

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）

 
日本

（百万円）
米国

（百万円）
欧州・CIS
（百万円）

中国
（百万円）

その他の地域
（百万円）

連結
（百万円）

外部顧客に対する売上高 131,348 76,253 35,366 55,894　 59,103 357,964

　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

 
日本

（百万円）
米国

（百万円）
欧州・CIS
（百万円）

中国
（百万円）

その他の地域
（百万円）

連結
（百万円）

外部顧客に対する売上高 163,952 92,550 43,352 70,939　 71,417 442,210
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  （注）１．平成23年３月期より、中国をその他の地域から区分し、個別に表示している。これに伴い、前第３四半期連結

累計期間及び前第３四半期連結会計期間の数値を、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期

間の表示に合わせ組替えて表示している。

２．欧州・CIS及びその他の地域には、個別開示すべき重要な国はない。

　

開示すべき単一の外部顧客に対する売上高はない。

　

14．重要な後発事象

　該当なし。

　　

15．四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、米国会計基準に準拠している。

　わが国の「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に準拠して作成する場合との主な相違

点は次のとおりである。

　

①　四半期連結財務諸表の構成について

　わが国の四半期連結財務諸表は、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記で構成されているが、米国会計基準による連結財務諸表は、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結純資産計算書（その他の包括利益（△損失）累計額を含む）、連結キャッシュ・フロー計算書及び注記

から構成されている。当該米国会計基準に基づき、当社の四半期連結財務諸表は、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書、四半期連結純資産計算書（その他の包括利益（△損失）累計額を含む）、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記で構成している。

②　連結対象範囲について

　わが国の連結財務諸表は、実質支配力・影響力基準により連結対象範囲の判断を行っているが、米国会計基準に

基づく連結財務諸表は、議決権にて判定を行う持株基準及び変動持分事業体の連結基準により連結対象範囲の判

断を行っている。

③　会計処理基準について

ａ．割賦販売繰延利益

わが国では割賦販売に係る利益の繰延は認められているが、当社の四半期連結財務諸表では米国会計基準に

従い、販売時に利益を認識し、割賦販売利益の繰延処理は行っていない。

ｂ．株式交付費

わが国では株式交付費は損益取引として発生時に費用処理が認められているが、当社の四半期連結財務諸表

では米国会計基準に従い、資本取引に伴う費用として資本剰余金の控除項目として処理している。

ｃ．退職給付会計

わが国では年金数理計算上の純損益の償却方法として、平均残存勤務期間内の一定の年数で償却することを

求めているが、当社の四半期連結財務諸表では米国会計基準に従い、回廊アプローチを採用している。

また、わが国では貸借対照表上に退職給付引当金として、予測給付債務から未認識債務及び年金資産を控除

した金額を計上するが、当社の四半期連結財務諸表では米国会計基準に従い、年金制度の積立状況、すなわち

予測給付債務と年金資産の差額を計上している。

ｄ．企業結合及び営業権

わが国では営業権を一定期間で償却することが求められているが、米国会計基準では、営業権の償却を行わ

ず、代わりに各年度の減損テストの実施を要求している。また耐用年数を認識できない無形固定資産につい

ても償却を行わず、減損テストを行うことを要求している。

④　表示の方法について

ａ．利益準備金の表示

わが国では利益準備金はその他の剰余金とあわせて利益剰余金として記載されるが、当社の四半期連結財務

諸表では米国会計基準に従い、別建表示している。

ｂ．損益計算書の表示

わが国では四半期純利益（純損失）については少数株主損益の次に記載されるが、当社の四半期連結財務諸

表では米国会計基準に従い、非支配持分損益控除前の損益を四半期純利益（純損失）とし、非支配持分損益
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控除後の損益は当社株主に帰属する四半期純利益（純損失）として非支配持分損益の次に表示している。

ｃ．特別損益について

わが国では固定資産売却損益等は特別損益として表示されるが、当社のそれらの項目は米国会計基準のもと

で特別損益として表示すべき項目に該当するものではないので、当社の四半期連結財務諸表では特別損益の

表示はない。

ｄ．持分法投資損益

わが国では持分法投資損益は投資に係る損益であるため営業外損益に記載されるが、当社の四半期連結財務

諸表では米国会計基準に従い、税引前四半期純利益の下に表示している。

ｅ．賃貸等不動産について

わが国では賃貸等不動産の重要性が高い場合、その概要や連結貸借対照表計上額及び時価等の注記が必要で

あるが、当社の四半期連結財務諸表において賃貸等不動産の総額に重要性がないため、注記を省略している。

　

２【その他】

平成22年10月28日開催の取締役会において、当期の中間配当に関し、次のとおり決議した。

　①  中間配当による配当金の総額              17,429百万円　　　

　②  １株当たりの金額                        18円

　③  支払請求の効力発生日及び支払開始日      平成22年11月26日

（注）１.平成22年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主及び登録株式質権者に対し、支払いを

      行った。　

　　　２.配当金の総額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示している。　

EDINET提出書類

株式会社小松製作所(E01532)

四半期報告書

58/61



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　

　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月10日

株式会社小松製作所

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　　　　高　橋　　　勉　　　印　　　　　　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山　本　美　晃　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡　野　隆　樹　　　印　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社小松製作所

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結純資産計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準（四半期連結財務諸表の注記事項１参照）に準拠して、株式会社小松製作所及び連結子会社の平成21年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに

第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

　

追記情報

　四半期連結財務諸表の注記事項１に記載されているとおり、会社は平成21年４月１日より米国財務会計基準審議会会計基

準編纂書810「連結」を適用し、この会計基準により四半期連結財務諸表を作成している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

            以　　上

　（注）上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し　

　　　　ております。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年２月９日

株式会社小松製作所

取締役会　御中

　有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 
公認会計士　
　　　　 高橋 　勉　印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 袖川兼輔　印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岡野隆樹　印 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社小松製作所

の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結純資産計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準（四半期連結財務諸表の注記事項１参照）に準拠して、株式会社小松製作所及び連結子会社の平成22年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに

第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

            以　　上

　（注）上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し　

　　　　ております。
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